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８ 特定事業所加算【体制等に関する届出が必要】

中重度者や支援困難ケースへの積極的な対応や、専門性の高い人材の確保、医療・介護連携への

積極的な取組等を総合的に実施することにより質の高いケアマネジメントを実施している事業所を

評価し、地域における居宅介護支援事業所のケアマネジメントの質の向上に資することを目的とす

るもの。

【基本的取扱方針】

・加算（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅲ）、（Ａ）の対象となる事業所とは， 以下の要件が必要となる。

①公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実質的に独立した事業所であること。

②常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員が配置され、どのような支援困難ケー

スでも適切に処理できる体制が整備されている、いわばモデル的な事業所であること。

算定要件
加算(Ⅰ) 加算(Ⅱ) 加算(Ⅲ) 加算(A)

505 単位 407 単位 309単位 100単位

① 専ら指定居宅介護支援の提供

に当たる常勤の主任介護支援専門

員を配置していること

2名以上 1名以上 1名以上 1名以上

② 専ら指定居宅介護支援の提供

に当たる常勤の介護支援専門員を

配置していること
3名以上 3名以上 2名以上

常勤:１ 名以上

非常勤:１ 名以上

(非常勤は他事業所

との兼務可)

③ 利用者に関する情報又はサー

ビス提供に当たっての留意事項に

係る伝達等を目的とした会議（テ

レビ電話設置等の活用でも可）を

定期的に開催すること

○ ○ ○ ○

④ 24時間連絡体制を確保し、か

つ、必要に応じて利用者等の相談

に対応する体制を確保しているこ

と

○ ○ ○
○

連携でも可

⑤ 算定日が属する月の利用者の

総数のうち、要介護状態区分が要

介護3、要介護4、要介護5である

者の占める割合が100分の40以上

であること

○ × × ×

⑥ 当該指定居宅介護支援事業所

における介護支援専門員に対し、

計画的に研修を実施していること

○ ○ ○
○

連携でも可

⑦ 地域包括支援センターから支 ○ ○ ○ ○
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【特定事業所加算（Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ）（Ａ）共通】

○ 特定事業所加算（Ⅰ）、（Ⅱ）、（Ⅲ）、（Ａ）の算定はいずれか一つに限る。

○ 介護保険法に基づく情報公表を行うほか、積極的に特定事業所加算取得事業所である旨を表示

するなど利用者に対する情報提供を行うこと。また、利用者に対し、特定事業所加算取得事業所

である旨及びその内容が理解できるよう説明を行うこと。

○ 届出後も常に要件を満たしている必要があり、要件を満たさなくなった場合は、速やかに廃止

の届出を行うこと。

○ 要件を満たさないことが明らかになったその月から加算算定できない。

援が困難な事例を紹介された場合

においても、当該支援が困難な事

例に係る者に指定居宅介護支援を

提供していること

⑧ 地域包括支援センター等が実

施する事例検討会等に参加してい

ること

○ ○ ○ ○

⑨ 居宅介護支援費に係る運営基

準減算又は特定事業所集中減算の

適用をうけていないこと

○ ○ ○ ○

⑩ 指定居宅介護支援事業所にお

いて指定居宅介護支援の提供を受

ける利用者数が当該指定居宅介護

支援事業所の介護支援専門員１人

当たり40名未満であること

○ ○ ○ ○

⑪ 介護支援専門員実務研修にお

ける科目「ケアマネジメントの基

礎技術に関する実習」等に協力又

は協力体制を確保していること

（平成28年度の介護支援専門員実

務研修受講試験の合格発表の日か

ら適用）

○ ○ ○
○

連携でも可

⑫ 他の法人が運営する指定居宅

介護支援事業者と共同で事例検討

会、研修会等を実施していること

○ ○ ○
○

連携でも可

⑬ 必要に応じて、 多様な主体等

が提供する生活支援のサービス

（インフォーマルサービス含む）

が包括的に提供されるような居宅

サービス計画を作成していること

○ ○ ○ ○
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○ 本加算を取得した特定事業所は、毎月末までに、基準の遵守状況に関する所定の記録を作成

し、５年間保存すること。

９ 特定事業所医療介護連携加算【体制等に関する届出が必要】【令和３年４月から】

次の要件を全て満たしている場合には１ 月につき【125単位】を加算する。

○ 前々年度の３月から前年度の２月までの間において退院・退所加算(Ⅰ)イ、(Ⅰ)ロ、(Ⅱ)イ、

(Ⅱ)ロ又は(Ⅲ)の算定に係る病院、診療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設との

連携の回数の合計が35回以上であること。

○ 前々年度の３月から前年度の２月までの間においてターミナルケアマネジメント加算 を５回

以上算定していること。

平成21年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Vol.２）

（問３０）

特定事業所加算（Ⅰ）を算定している事業所が、算定要件のいずれかを満たさなくなった場合に

おける特定事業所加算の取扱い及び届出に関する留意事項について。

（答）

特定事業所加算については、月の15日以前に届出を行った場合には届出日の翌月から、16日以

降に届出を行った場合には届出日の翌々月から算定することとする。

この取扱いについては特定事業所加算（Ⅱ）を算定していた事業所が（Ⅰ）を算定しようとする場

合の取扱いも同様である（ 届出は変更でよい。）

また、特定事業所加算を算定する事業所は、届出後も常に要件を満たしている必要があり、要件

を満たさなくなった場合は、速やかに廃止の届出を行い、要件を満たさないことが明らかとなった

その月から加算の算定はできない取扱いとなっている。

ただし、特定事業所加算（Ⅰ）を算定していた事業所であって、例えば、要介護３、要介護４又

は要介護５の者の割合が40％以上であることの要件を満たさなくなる場合は、（Ⅰ）の廃止後

（Ⅱ）を新規で届け出る必要はなく、（Ⅰ）から（Ⅱ）への変更の届出を行うことで足りるものと

し、届出日と関わりなく、（Ⅰ）の要件を満たせなくなったその月から（Ⅱ）の算定を可能である

こととする（下図参照） 。この場合、国保連合会のデータ処理期間等の関係もあるため速やかに

当該届出を行うこと。

平成30年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Vol.１）

（問１３７）

特定事業所加算（Ⅰ）から（Ⅲ）において新たに要件とされた、他の法人が運営する居宅介護支

援事業者と共同での事例検討会、研修会等については、市町村や地域の介護支援専門員の職能団体

等と共同して実施した場合も評価の対象か。

（答）

貴見のとおりである。

ただし、当該算定要件における「共同」とは、開催者か否かを問わず２法人以上が事例検討会等

に参画することを指しており、市町村等と共同して実施する場合であっても、他の法人の居宅介護

支援事業者が開催者又は参加者として事例検討会等に参画することが必要である。
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○ 特定事業所加算（Ⅰ）、（Ⅱ）又は（Ⅲ）を算定していること。

１０ 入院時情報連携加算

【入院時情報連携加算（Ⅰ）】

利用者が病院又は診療所に入院するにあたって、利用者が病院又は診療所に入院してから３

日以内に、病院又は診療所の職員に対して利用者に係る必要な情報を提供した場合に、【200単

位】を加算する。

【入院時情報連携加算（Ⅱ）】

利用者が病院又は診療所に入院するにあたって、利用者が病院又は診療所に入院してから４

日以上７日以内に、病院又は診療所の職員に対して利用者に係る必要な情報を提供した場合

に、【100単位】を加算する。

【入院時情報連携加算（Ⅰ）（Ⅱ）共通】

○ 加算の算定は、利用者１人につき、１月に１回を限度とする。

○ 「必要な情報」とは、当該利用者の入院日、心身の状況（ 例えば、疾患・病歴、認知症の

有無や徘徊等の行動の有無など）、生活環境（例えば、家族構成、生活歴、介護者の介護方法

や家族介護者の状況など）及びサービスの利用状況をいう。

○ 情報提供を行った日時、場所、内容、提供手段（面談、FAX等）等について、居宅サービス

計画等に記録すること。情報提供の方法としては、居宅サービス計画等の活用が考えられ

る。

１１ 退院・退所加算

病院若しくは診療所への入院又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設への入所を

していた者の退院又は退所に当たって、当該病院等の職員と面談を行い、利用者に関する必要な情

報の提供を受けた上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用

に関する調整を行った場合に、入院又は入所期間中につき１ 回を限度として、所定単位数を加算

する。

【退院・退所加算（Ⅰ）イ】【４５０単位】

利用者に係る必要な情報の提供を、カンファレンス以外の方法により１ 回受けていること。

平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Vol.１）

（問６４）

前月に居宅サービス計画に基づき介護保険サービスを利用していた利用者について、当該月分の

居宅サービス計画の作成及び介護保険サービスの利用がなされていない状況で、病院又は診療所の

職員に対して当該利用者に係る必要な情報を提供した場合における医療連携加算算定の取扱いにつ

いて具体的に示されたい。

（答）

居宅サービス計画に基づいて介護保険サービスを利用した翌月の10日（前月の介護給付費等の

請求日）までに、当該利用者に係る必要な情報提供を行った場合に限り、算定可能である。したが

って、下記の例においては、Ａ、Ｂは算定可能であるが、10日を過ぎて情報提供をおこなったＣ

については算定することができない。
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【退院・退所加算（Ⅰ）ロ】【６００単位】

利用者に係る必要な情報の提供を、カンファレンスにより１ 回受けていること。

【退院・退所加算（Ⅱ）イ】【６００単位】

利用者に係る必要な情報の提供を、カンファレンス以外の方法により２ 回以上受けているこ

と。

【退院・退所加算（Ⅱ）ロ】【７５０単位】

利用者に係る必要な情報の提供を２ 回受けており、うち１ 回以上はカンファレンスによるこ

と。

【退院・退所加算（Ⅲ）】【９００単位】

利用者に係る必要な情報の提供を３回以上受けており、うち、１ 回以上はカンファレンスにる

こと。

○ 初回加算を算定する場合は、算定できない。

○ 退院・退所日の属する月の翌月末までにサービス提供がされなかった場合は、算定できない。

〇 一連のケアマネジメント（アセスメントやサービス担当者会議等）を行った結果、利用者に大き

な変化がなく、居宅サービス計画を変更しなかった場合も算定できる。

○ 「利用者に関する必要な情報」については標準様式例等を参照のこと。

※ 様式例については介護支援専門員が記入することを前提としているが、当該利用者の必要な情

報を把握している病院等の職員が記入することを妨げるものではない。

○ 原則として、退院・退所前に利用者に関する必要な情報を得ることが望ましいが、退院後７日以

内に情報を得た場合には算定可能とする。

○ 上記に係る会議（カンファレンス）に参加した場合は、標準様式例を使用するのではなく、当該

カンファレンス等の日時、開催場所、出席者、内容の要点等について居宅サービス計画等に記録

し、利用者又は家族に提供した文書の写しを添付すること。

○ 医師等からの要請がなくても、介護支援専門員が、あらかじめ医療機関等の職員と面談に係る日

時等の調整を行った上で、情報を得た場合にも算定可能。

○ すべてのカンファレンスに共通する事項として、退院後に福祉用具の貸与が見込まれる場合にあ

っては、必要に応じ、福祉用具専門相談員や居宅サービスを提供する作業療法士等が参加するも

の。【令和３年４月から】

診療報酬の「退院時共同指導料２ の注３ 」の要件を満たすもの

〈退院時共同指導料２の注３ 〉

① 入院中の保険医療機関の保険医または看護師等が、

② 在宅療養担当医療機関の保険医もしくは看護師等

③ 保険医である歯科医師もしくはその指示を受けた歯科衛生士

④ 保険薬局の保険薬剤師

⑤ 訪問看護ステーションの看護師等（ 准看護師を除く） 、理学療法士、作業

病院の「カンファレンス」の参加者の定義
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療法士もしくは言語聴覚士

⑥ 介護支援専門医または相談支援専門員

のうちいずれか３者以上と共同して指導を行った場合に、他機関共同指導加算

として所定点数を加算。

①と⑥に加えて、②～⑤の２者以上＝４者以上の参加が必要。

※退院・退所加算（Ⅰ）・（Ⅱ）とありますが、Ｑ＆Ａが示された当時のままの文章を掲載していま

す。

平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Vol.１）

（問６５）

退院・退所加算（Ⅰ）・（Ⅱ）の算定に当たり、居宅サービス又は地域密着型サービスを利用した

場合、具体的にいつの月に算定するのか。

（答）

退院又は退所に当たって、保険医療機関等の職員と面談等を行い、利用者に関する必要な情報の

提供を得た上で、居宅サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関す

る調整を行った場合で、当該利用者が居宅サービス又は地域密着型サービスの利用を開始した月に

当該加算を算定する。

ただし、利用者の事情等により、退院が延長した場合については、利用者の状態の変化が考えら

れるため、必要に応じて、再度保険医療機関等の職員と面談等を行い、直近の情報を得ることとす

る。なお、利用者の状態に変化がないことを電話等で確認した場合は、保険医療機関等の職員と面

談等を行う必要はない。

（問６６）

病院等の職員と面談等を行い、居宅サービス計画を作成したが、利用者等の事情により、居宅サ

ービス又は地域密着型サービスを利用するまでに、一定期間が生じた場合の取扱いについて示され

たい。

（答）

退院・退所加算（Ⅰ）・（Ⅱ）については、医療と介護の連携の強化・推進を図る観点から、退

院・退所時に、病院等と利用者に関する情報共有等を行う際の評価を行うものである。また、当該

情報に基づいた居宅サービス計画を作成することにより、利用者の状態に応じた、より適切なサー

ビスの提供が行われるものと考えられることから、利用者が当該病院等を退院・退所後、一定期間

サービスが提供されなかった場合は、その間に利用者の状態像が変化することが想定されるため、

行われた情報提供等を評価することはできないものである。このため、退院・退所日が属する月の

翌月末までにサービスが提供されなかった場合は、当該加算は算定することができないものとす

る。

平成２１年４月改定関係Ｑ＆Ａ（Vol.２）

（問２９）

退院・退所加算（Ⅰ）・（Ⅱ）の標準様式例の情報提供書の取扱いを明確にされたい。また、情報

提供については、誰が記入することを想定しているのか。
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（答）

退院・退所加算（Ⅰ）・（Ⅱ）の標準様式例の情報提供書については、介護支援専門員が病院、診

療所、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設の職員と面談を行い、適切なケアプランの作

成に資するために、利用者に関する必要な情報の提供を得るために示したものである。

したがって、当該情報提供書については、上記の趣旨を踏まえ、介護支援専門員が記入すること

を前提としているが、当該利用者の必要な情報を把握している病院等の職員が記入することを妨げ

るものではない。

なお、当該情報提供書は標準様式例であることを再度申し添える。

平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）

（問１１０）

入院又は入所期間中につき３ 回まで算定できるとあるが、入院期間の長短にかかわらず、必要

の都度加算できるようになるのか、あるいは１月あたり１回とするのか。

また、同一月内・同一機関内の入退院（所）の場合はどうか。

（答）

利用者の退院・退所後の円滑な在宅生活への移行と、早期からの医療機関等との関係を構築して

いくため、入院等期間に関わらず、情報共有を行った場合に訪問した回数（３回を限度）を評価す

るものである。

また、同一月内・同一機関内の入退院（所）であっても、それぞれの入院・入所期間において訪

問した回数（３回を限度）を算定する。

（問１１１）

病院に入院・退院し、その後老健に入所・退所した場合の算定方法は、次の①～③のいずれか。

① 病院、老健でそれぞれ算定。

② 病院と老健を合わせて算定。

③ 老健のみで算定。

（答）

退院・退所に当たっては、共有した情報に基づき居宅サービス計画を作成することにより、より

適切なサービスの提供が行われるものと考えられることから、利用者の状態を適切に把握できる直

近の医療機関等との情報共有に対し評価すべきものであり、本ケースにおいては③で算定する。

平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.２）

（問１９）

｢医師等からの要請により～｣とあるが、医師等から要請がない場合(介護支援専門員が自発的に

情報を取りに行った場合)は、退院・退所加算は算定できないのか。

（答）

介護支援専門員が、あらかじめ医療機関等の職員と面談に係る日時等の調整を行った上で、情報

を得た場合も算定可能。

ただし、３回加算を算定することができるのは、３回のうち１回について、入院中の担当医等と

の会議（カンファレンス）に参加して、退院後の在宅での療養上必要な説明（診療報酬の算定方法

別表第一医科診療報酬点数表の退院時共同指導料二の注３の対象となるもの）を行った上で、居宅
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サービス計画を作成し、居宅サービス又は地域密着型サービスの利用に関する調整を行った場合に

限る。

なお、当該会議（カンファレンス）への参加については、３回算定できる場合の要件として規定

しているものであるが、面談の順番として３回目である必要はなく、また、面談１回、当該会議

（カンファレンス）１回の計２回、あるいは当該会議１回のみの算定も可能である。

（問２０）

退院・退所加算について、「また、上記にかかる会議（カンファレンス）に参加した場合は、

（１）において別途定める様式ではなく、当該会議（カンファレンス）等の日時、開催場所、出席

者、内容の要点等について居宅サービス計画等に記録し、利用者又は家族に提供した文書の写しを

添付すること。」とあるが、ここでいう居宅サービス計画等とは、具体的にどのような書類を指す

のか。

（答）

居宅サービス計画については、「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示につい

て」（平成11年11月12日付け老企第29号厚生省老人保健福祉局企画課長通知）において、標準例

として様式をお示ししているところであるが、当該様式の中であれば第５表の「居宅介護支援経

過」の部分が想定され、それ以外であれば上記の内容を満たすメモ等であっても可能である。

（問２１）

入院中の担当医等との会議（カンファレンス）に参加した場合、当該会議等の日時、開催場所、

出席者、内容の要点等について記録し、『利用者又は家族に提供した文書の写し』を添付すること

になっているが、この文書の写しとは診療報酬の退院時共同指導料算定方法でいう「病院の医師や

看護師等と共同で退院後の在宅療養について指導を行い、患者に情報提供した文書」を指すと解釈

してよいか。

（答）

そのとおり。

平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.３）

（問７）

転院・転所前の医療機関等から提供された情報を居宅サービス計画に反映した場合、退院・退所

加算を算定することは可能か。

（答）

可能である。

退院・退所加算は、原則、利用者の状態を適切に把握できる退院・退所前の医療機関等との情報

共有に対し評価するものであるが、転院・転所前の医療機関等から提供された情報であっても、居

宅サービス計画に反映すべき情報であれば、退院・退所加算を算定することは可能である。なお、

この場合においても、退院・退所前の医療機関等から情報提供を受けていることは必要である。

（問８）

４月に入院し、６月に退院した利用者で、４月に１回、６月に１回の計２回、医療機関等から必

要な情報の提供を受けた場合、退院・退所加算はいつ算定するのか。

（答）
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１２ 通院時情報連携加算【令和３年４月から】

利用者が病院又は診療所において医師の診察を受けるときに介護支援専門員が同席し、医師等に

対して当該利用者の心身の状況や生活環境等の当該利用者に係る必要な情報の提供を行うととも

に、医師等から当該利用者に関する必要な情報の提供を受けた上で、居宅サービス計画に記録した

場合、利用者１人につき１月に１回【５０単位】を加算する。

１３ 緊急時等居宅カンファレンス加算

病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の医師又は看護師等と共に利用者の居宅を訪

問し、カンファレンスを行い、必要に応じて、当該利用者に必要な居宅サービス又は地域密着型サ

ービスの利用に関する調整を行った場合は、【２００単位／回】を加算する。

○ 利用者１人につき、1月に２回を限度に算定できる。

○ 当該加算を算定する場合は、カンファレンスの実施日（指導した日が異なる場合は指導日もあ

わせて）、カンファレンスに参加した医療関係職種等の氏名及びそのカンファレンスの要点を居

宅サービス計画等に記載すること。

○ 当該カンファレンスは、利用者の病状が急変した場合や、医療機関における診療方針の大幅な

変更等の必要が生じた場合に実施されるものであることから、利用者の状態像が大きく変化して

いることが十分想定されるため、必要に応じて、速やかに居宅サービス計画を変更し、居宅サー

ビス及び地域密着型サービスの調整を行うなど適切に対応すること。

利用者の退院後、６月にサービスを利用した場合には６月分を請求する際に、２回分の加算を算

定することとなる。

なお、当該月にサービスの利用実績がない場合等給付管理票が作成できない場合は、当該加算の

みを算定することはできないため、例えば、６月末に退院した利用者に、７月から居宅サービス計

画に基づいたサービスを提供しており、入院期間中に２回情報の提供を受けた場合は、７月分を請

求する際に、２回分の加算を算定することが可能である。ただし、退院・退所後の円滑なサービス

利用につなげていることが必要である。

平成２４年度介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）

（問１１２）

カンファレンス後に入院などで給付管理を行わない場合には、加算のみを算定できるのか。

（答）

月の途中で利用者が入院した場合などと同様、居宅介護支援を算定できる場合には、当該加算も

算定することが出来るが、サービスの利用実績がない場合等給付管理票が作成できない場合は居宅

介護支援を算定することができないため、当該加算についても算定できない。

（問１１３）

「必要に応じてサービスの利用に関する調整を行った場合」とあるが、結果として調整しなかっ

た場合も算定できるのか。

（答）

当該カンファレンスは、利用者の病状が急変した場合や、医療機関における診療方針の大幅な変

更等の必要が生じた場合に実施されるものであることから、利用者の状態像等が大きく変化してい
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４ ターミナルケアマネジメント加算【体制に関する届出が必要】

在宅で死亡した利用者（末期の悪性腫瘍の患者に限る。）に対して、その死亡日及び死亡日前１４

日以内に２日以上、利用者又はその家族の同意を得て、利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況

等を記録し、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス事業者に提供した場合に、

【４００単位／月】を加算する。

○ ターミナルケアマネジメントを受けることに同意した利用者について、24時間連絡できる体制

を確保しており、かつ、必要に応じて指定居宅介護支援を行うことができる体制を整備している

こと。

○ 在宅で死亡した利用者の死亡月に加算することとするが、利用者の居宅を最後に訪問した日の

属する月と、利用者の死亡月が異なる場合には、死亡月に算定する。

○１人の利用者に対し、１か所の指定居宅介護支援事業所に限り算定できる。算定要件を満たす事

業所が複数ある場合には、利用者が死亡日又はそれに最も近い日に利用した指定居宅サービスを

位置付けた居宅サービス計画を作成した事業所が算定する。

○ ターミナルケアマネジメントを受けることについて利用者又はその家族が同意した時点以降

は、次に掲げる事項を支援経過として居宅サービス計画等に記録しなければならない。

① 終末期の利用者の心身又は家族の状況の変化や環境の変化及びこれらに対して居宅介護支援

事業者が行った支援についての記録

② 利用者への支援にあたり、主治の医師及び居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス

事業者等と行った連絡調整に関する記録

○ 利用者が、死亡診断を目的として医療機関へ搬送され、24時間以内に死亡が確認される場合等

については、算定することができる。

１５ その他

ることが十分想定されるところであるが、結果的に調整の必要性が生じなかった場合についても評

価をするものであり算定できる。

平成２４年４月介護報酬改定に関するＱ＆Ａ（Vol.１）

（問１１４）

介護予防支援の運営基準において、業務委託の件数制限（介護支援専門員１人８件）が廃止され

るが、委託について一切制限はないのか。また、介護予防支援は２件を１件とカウントする方法及

び居宅介護支援事業所において４０件以上となった場合の逓減制はどのように取り扱うのか。

（答）

介護予防支援事業所から居宅介護支援事業所に対して、介護予防支援の業務を委託する場合は

「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準について」（厚生労働省老健局振興課長、老人保健課長連名通知」

の記載どおり、受託する居宅介護支援事業所における居宅介護支援の適正な実施に影響を及ぼさな

いよう、委託する業務の範囲及び業務量について、十分配慮しなければならないものである。

また、居宅介護支援費の算定の際の介護予防支援の件数を２分の１でカウントする方法及び逓減

制の取扱いについては、適切なケアマネジメントを確保する観点から従来通りの取扱いとする。

（問１１５）
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（８）他市町村に所在する地域密着型サービス事業所の利用について
１（介護予防）地域密着型サービス費の支給について

地域密着型サービス費は利用者の保険者市町村から指定を受けた地域密着型サービス事業所を利用

した際に給付されるため、利用者の保険者市町村の指定を受けていない地域密着型サービス事業所を

利用した場合は給付されません（≒利用できない）。よって、利用者の保険者市町村が指定をしてい

ない地域密着型サービス事業所を利用する場合は、当該市町村の指定を受ける必要があります。しか

し、指定を受ける際は当該施設所在市町村長の承認が必要となります。その手続きは、市町村間の協

議によって行われます。

（例）A町の被保険者が津山市のグループホームBを利用する時

グループホームBは津山市の指定しか受けていないため、A町の被保険者が利用しても給付を受け

ることができない。

２ 市町村間協議について

上記のように施設所在市町村以外の市町村の被保険者が介護給付を受け、当該地域密着型サービス

事業所を利用する場合は、市町村間の協議が必要となりますが、その協議をかけるには相応の理由が

必要となります。

【協議をかける理由（例示）】

○利用すべき地域密着型サービスが居住する地域には存在しない。

○利用すべき地域密着型サービスが定員に達しているため利用することができない。

（グループホームの入所が適当であるが、真庭市のグループホームは満床である。）など※協議を

かける上では、当該利用者が真にそのサービス種別の利用が合理的であるかどうかが重要となりま

す。協議をかける前に、「当該サービスの利用が適切か」や「他の広域型サービスの利用で対応で

きないか」等をよく検討してください。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と具体的にどのように連携するのか。

（答）

定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスについては、利用者の心身の状況に応じた柔軟な対

応が求められることから、居宅サービス計画に位置づけられたサービス提供の日時にかかわらず、

居宅サービス計画の内容を踏まえた上で、計画作成責任者が定期巡回・随時対応型訪問介護看護を

提供する日時及びサービスの具体的な内容を定めることができるものであるが、この場合、当該定

期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスを位置付けた居宅サービス計画を作成した介護支援専門

員に対して適宜、当該定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画を報告することとしている。

したがって、アセスメントからケアプランの作成等に至るケアマネジメントの流れは従前の介護

サービスと同様であるが、具体的なサービス提供の日時等は当該事業所において決定され、当該事

業所よりその内容について居宅介護支援事業所に報告することとしており、報告を受けた後に、必

要に応じて居宅サービス計画の変更等を行う必要がある。なお、当該変更が軽微な変更に該当する

かどうかは、「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」（厚生省老人保健

福祉局企画課長通知）に記載したとおり「例えば、サービス提供日時の変更等で、介護支援専門員

が一連の業務を行う必要性がないと判断したもの」であるので留意する必要がある。
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３ 他市町村に所在する地域密着型サービス事業所利用に係るながれ及び留意点について

他市町村に所在する地域密着型サービスを利用する場合の全体的なながれは次のとおりです。

なお、施設所在市町村以外の指定を受けた後、その指定を受けた市町村の別の被保険者が利用した

い場合は、都度協議が必要となりますのでご注意ください。

（９） 新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の感染予防や感染者へ対応するにあたり、介護報酬、人員、施設・設備

及び運営基準などについて柔軟な取扱いが可能となるよう、臨時的な取扱いが通知されています。

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて（第

１２報）」で通知された請求単位数の特例及び「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業

所の人員基準等の臨時的な取扱いについて（第13報）」の問１～３は、令和３年３月サービス提供分

をもって廃止となっておりますが、その他の臨時的な取扱いについては、当面の間は変更の予定はあ

りません。情報が入り次第、メールでお知らせいたします。

（１０）国・県の通知等
指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について

（平成11年7月29日老企第22号）

第２ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準（抜粋）

１ 基本方針

介護保険制度においては、要介護者である利用者に対し、個々の解決すべき課題、その心身の状況

や置かれている環境等に応じて保健・医療・福祉にわたる指定居宅サービス等が、多様なサービス提

供主体により総合的かつ効率的に提供されるよう、居宅介護支援を保険給付の対象として位置付けた

ものであり、その重要性に鑑み、保険給付率についても特に10割としているところである。

基準第１条第１項は、「在宅介護の重視」という介護保険制度の基本理念を実現するため、指定居

宅介護支援の事業を行うに当たってのもっとも重要な基本方針として、利用者からの相談、依頼があ

った場合には、利用者自身の立場に立ち、常にまず、その居宅において日常生活を営むことができる

ように支援することができるかどうかという視点から検討を行い支援を行うべきことを定めたもので

ある。

このほか、指定居宅介護支援の事業の基本方針として、介護保険制度の基本理念である、高齢者自

身によるサービスの選択、保健・医療・福祉サービスの総合的、効率的な提供、利用者本位、公正中

立等を掲げている。介護保険の基本理念を実現する上で、指定居宅介護支援事業者が極めて重要な役

割を果たすことを求めたものであり、指定居宅介護支援事業者は、常にこの基本方針を踏まえた事業

運営を図らなければならない。

２ 人員に関する基準
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指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援事業所に介護支援専門員を配置しなければならない

が、利用者の自立の支援及び生活の質の向上を図るための居宅介護支援の能力を十分に有する者を充

てるよう心がける必要がある。

(1)介護支援専門員の員数

介護支援専門員は、指定居宅介護支援事業所ごとに必ず１人以上を常勤で置くこととされており、常

勤の考え方は(3)の①のとおりである。常勤の介護支援専門員を置くべきこととしたのは、指定居宅

介護支援事業所の営業時間中は、介護支援専門員は常に利用者からの相談等に対応できる体制を整え

ている必要があるという趣旨であり、介護支援専門員がその業務上の必要性から、又は他の業務を兼

ねていることから、当該事業所に不在となる場合であっても、管理者、その他の従業者等を通じ、利

用者が適切に介護支援専門員に連絡が取れる体制としておく必要がある。

なお、介護支援専門員については、他の業務との兼務を認められているところであるが、これは、

居宅介護支援の事業が、指定居宅サービス等の実態を知悉する者により併せて行われることが効果的

であるとされる場合もあることに配慮したものである。

また、当該常勤の介護支援専門員の配置は利用者の数35人に対して１人を基準とするものであ

り、利用者の数が35人又はその端数を増すごとに増員することが望ましい。ただし、当該増員に係

る介護支援専門員については非常勤とすることを妨げるものではない。

また、当該非常勤の介護支援専門員に係る他の業務との兼務については、介護保険施設に置かれた

常勤専従の介護支援専門員との兼務を除き、差し支えないものであり、当該他の業務とは必ずしも指

定居宅サービス事業の業務を指すものではない。

(2)管理者

指定居宅介護支援事業所に置くべき管理者は、主任介護支援専門員であって、専ら管理者の職務に

従事する常勤の者でなければならないが、当該指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員の職務に従

事する場合及び管理者が同一敷地内にある他の事業所の職務に従事する場合（その管理する指定居宅

介護支援事業所の管理に支障がない場合に限る。）は必ずしも専ら管理者の職務に従事する常勤の者

でなくても差し支えないこととされている。この場合、同一敷地内にある他の事業所とは、必ずしも

指定居宅サービス事業を行う事業所に限るものではなく、例えば、介護保険施設、病院、診療所、薬

局等の業務に従事する場合も、当該指定居宅介護支援事業所の管理に支障がない限り認められるもの

である。

指定居宅介護支援事業所の管理者は、指定居宅介護支援事業所の営業時間中は、常に利用者からの

利用申込等に対応できる体制を整えている必要があるものであり、管理者が介護支援専門員を兼務し

ていて、その業務上の必要性から当該事業所に不在となる場合であっても、その他の従業者等を通

じ、利用者が適切に管理者に連絡が取れる体制としておく必要がある。

また、例えば、訪問系サービスの事業所において訪問サービスそのものに従事する従業者との兼務

は一般的には管理者の業務に支障があると考えられるが、訪問サービスに従事する勤務時間が限られ

ている職員の場合には、支障がないと認められる場合もありうる。また、併設する事業所に原則とし

て常駐する老人介護支援センターの職員、訪問介護、訪問看護等の管理者等との兼務は可能と考えら

れる。なお、介護保険施設の常勤専従の介護支援専門員との兼務は認められないものである。
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なお、令和９年３月31日までの間は、令和３年３月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管

理者である場合に当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を

猶予する経過措置を設けているが、指定居宅介護支援事業所における業務管理や人材育成の取組を促

進する観点から、経過措置期間の終了を待たず、管理者として主任介護支援専門員を配置することが

望ましい。

(3)用語の定義

「常勤」及び「専らその職務に従事する」の定義はそれぞれ次のとおりである。

①「常勤」

当該事業所における勤務時間（当該事業所において、指定居宅介護支援以外の事業を行っている場

合には、当該事業に従事している時間を含む。）が、当該事業所において定められている常勤の従業

者が勤務すべき時間数（週32時間を下回る場合は週32時間を基本とする。）に達していることをいう

ものである。ただし、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平

成３年法律第76号）第23条第１項に規定する所定労働時間の短縮措置が講じられている者について

は、利用者の処遇に支障がない体制が事務所として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務

すべき時間数を30時間として取り扱うことを可能とする。

また、同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該事業所の職務と

同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、その勤務時間が常勤の従業

者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものであることとする。例えば、同一の

事業者によって指定訪問介護事業所が併設されている場合、指定訪問介護事業所の管理者と指定居宅

介護支援事業所の管理者を兼務している者は、その勤務時間が所定の時間に達していれば、常勤要件

を満たすこととなる。

②「専らその職務に従事する」

原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいうもので

ある。

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び

福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う

実施上の留意事項について（平成12 年3 月1 日老企第36 号）

第２ 居宅サービス単位数表（訪問介護費から通所リハビリテーション費まで及び福祉用具貸与費に

係る部分に限る。）に関する通則事項

１ 通則（抜粋）

(1) 算定上における端数処理について

① 単位数算定の際の端数処理
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単位数の算定については、基本となる単位数に加減算の計算（何らかの割合を乗ずる計算に

限る。）を行う度に、小数点以下の端数処理（四捨五入）を行っていくこととする。つまり、絶

えず整数値に割合を乗じていく計算になる。

(例）・・・（省略）・・・

② 金額換算の際の端数処理

算定された単位数から金額に換算する際に生ずる１円未満（小数点以下）の端数については

「切り捨て」とする。

(例）・・・（省略）・・・

(2) サービス種類相互の算定関係について

特定施設入居者生活介護又は認知症対応型共同生活介護若しくは地域密着型特定施設入居者生活

介護を受けている間については、その他の指定居宅サービス又は指定地域密着型サービスに係る介

護給付費（居宅療養管理指導費を除く。）は算定しないものであること。ただし、特定施設入居者

生活介護又は認知症対応型共同生活介護の提供に必要がある場合に、当該事業者の費用負担によ

り、その利用者に対してその他の居宅サービス又は地域密着型サービスを利用させることは差し支

えないものであること。また、短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けている間について

は、訪問介護費、訪問入浴介護費、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、通所介護費及び通所

リハビリテーション費並びに定期巡回・随時対応型訪問介護看護費、夜間対応型訪問介護費、認知

症対応型通所介護費、小規模多機能型居宅介護費及び複合型サービス費は算定しないものであるこ

と。

また、同一時間帯に通所サービスと訪問サービスを利用した場合は、訪問サービスの所定単位数

は算定できない。例えば、利用者が通所サービスを受けている時間帯に本人不在の居宅を訪問して

掃除等を行うことについては、訪問介護の生活援助として行う場合は、本人の安否確認・健康チェ

ック等も合わせて行うべきものであることから、訪問介護（生活援助が中心の場合）の所定単位数

は算定できない。（利用者不在時の訪問サービスの取扱いについては、当該時間帯に通所サービス

を利用するかにかかわらず、同様である。）

なお、福祉用具貸与費については、短期入所生活介護又は短期入所療養介護を受けている者につ

いても算定が可能であること。

(3) 施設入所日及び退所日等における居宅サービスの算定について

介護老人保健施設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院の退所（退院）日又は短期入所療養

介護のサービス終了日（退所・退院日）については、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、居宅

療養管理指導費及び通所リハビリテーション費は算定できない。訪問介護等の福祉系サービスは別に

算定できるが、施設サービスや短期入所サービスでも、機能訓練やリハビリテーションを行えること

から、退所（退院日）に通所介護サービスを機械的に組み込むといった居宅サービス計画は適正でな

い。

また、入所（入院）当日であっても当該入所（入院）前に利用する訪問通所サービスは別に算定で

きる。ただし、入所（入院）前に通所介護又は通所リハビリテーションを機械的に組み込むといった

居宅サービス計画は適正でない。
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また、施設入所（入院）者が外泊又は介護老人保健施設、経過的介護療養型医療施設若しくは介護

医療院の試行的退所を行っている場合には、外泊時又は試行的退所時に居宅サービスは算定できな

い。

(4) 同一時間帯に複数種類の訪問サービスを利用した場合の取扱いについて

利用者は同一時間帯にひとつの訪問サービスを利用することを原則とする。ただし、訪問介護と

訪問看護、又は訪問介護と訪問リハビリテーションを、同一利用者が同一時間帯に利用する場合

は、利用者の心身の状況や介護の内容に応じて、同一時間帯に利用することが介護のために必要で

あると認められる場合に限り、それぞれのサービスについてそれぞれの所定単位数が算定される。

例えば、家庭の浴槽で全身入浴の介助をする場合に、適切なアセスメント（利用者について、その

有する能力、既に提供を受けている指定居宅サービス等のその置かれている環境等の評価を通じて

利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支

援する上で解決すべき課題を把握することをいう。以下同じ。）を通じて、利用者の心身の状況や

介護の内容から同一時間帯に訪問看護を利用することが必要であると判断され、30分以上1時間未

満の訪問介護（身体介護中心の場合）と訪問看護（指定訪問看護ステーションの場合）を同一時間

帯に利用した場合、訪問介護については396単位、訪問看護については821単位がそれぞれ算定さ

れることとなる。

(5) 複数の要介護者がいる世帯において同一時間帯に訪問サービスを利用した場合の取扱いについて

それぞれに標準的な所要時間を見込んで居宅サービス計画上に位置づける。例えば、要介護高齢

者夫婦のみの世帯に100分間訪問し、夫に50分の訪問介護（身体介護中心の場合）、妻に50分の訪

問介護（身体介護中心の場合）を提供した場合、夫、妻それぞれ396単位ずつ算定される。ただ

し、生活援助については、要介護者間で適宜所要時間を振り分けることとする。また、要介護者と

要支援者等がいる世帯において同一時間帯に訪問介護及び介護保険法第115条の45第１項第一号

イに規定する第１号訪問事業（自邸事業者によるものに限る。）を利用した場合も同様に、訪問介

護費の算定に当たっては、要介護者へのサービスに標準的な所要時間を見込んで居宅サービス計画

上に位置付けること。生活援助についても、適宜所要時間を振り分けた上で、要介護者に係る訪問

介護費を算定すること。

(6) 訪問サービスの行われる利用者の居宅について

訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーションは、介護保険法（平成9 年法律

第123号）第８条の定義上、要介護者の居宅において行われるものとされており、要介護者の居宅以

外で行われるものは算定できない。例えば、訪問介護の通院・外出介助については、利用者の居宅か

ら乗降場までの移動、バス等の公共交通機関への乗降、移送中の気分の確認、（場合により）院内の

移動等の介助などは要介護者の居宅以外で行われるが、これは居宅において行われる目的地（病院

等）に行くための準備を含む一連のサービス行為とみなし得るためである。居宅以外において行われ

るバス等の公共交通機関への乗降、院内の移動等の介助などのサービス行為だけをもってして訪問介

護として算定することはできない。

(7) 「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について
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① 加算の算定要件として「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」（平成5

年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知）に規定する「認知症高齢

者の日常生活自立度」（以下「日常生活自立度」という。）を用いる場合の日常生活自立度の決

定に当たっては、医師の判定結果又は主治医意見書（以下この号において「判定結果」とい

う。）を用いるものとする。

② ①の判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、居宅サービス計画又は各サービスのサービ

ス計画に記載するものとする。また、主治医意見書とは、「要介護認定等の実施について」（平成

21 年9 月30 日老発0930 第5 号厚生労働省老健局長通知）に基づき、主治医が記載した同通

知中「３ 主治医の意見の聴取」に規定する「主治医意見書」中「３．心身の状態に関する意見

(1)日常生活の自立度等について・認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載をいうものとす

る。なお、複数の判定結果がある場合にあっては、最も新しい判定を用いるものとする。

③ 医師の判定が無い場合（主治医意見書を用いることについて同意が得られていない場合を含

む。）にあっては、「要介護認定等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した同通知中

「２(4)認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票（基本調査）」７の「認知症高齢

者の日常生活自立度」欄の記載を用いるものとする。

指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について

（平成18年3月17日老計発第0317001号･老振発第0317001号･老老発第0317001号）

第２ 指定介護予防サービス単位数表に関する事項

１ 通則（抜粋）

(1)算定上における端数処理について（省略）

(2)サービス種類相互の算定関係について

介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護費を受けている間につ

いては、その他の指定介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費（介護予防居宅療養

管理指導費を除く。）は算定しないものであること。ただし、指定介護予防特定施設入居者生活介

護の提供に必要がある場合に、当該事業者の費用負担により、その利用者に対してその他の介護予

防サービス又は地域密着型介護予防サービスを利用させることは差し支えないものであること。ま

た、介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養介護を受けている間については、介護予

防訪問入浴介護費、介護予防訪問看護費、介護予防訪問リハビリテーション費、介護予防居宅療養

管理指導費及び介護予防通所リハビリテーション費並びに介護予防認知症対応型通所介護費及び介

護予防小規模多機能型居宅介護費は算定しないものであること。

なお、介護予防福祉用具貸与費については、介護予防短期入所生活介護又は介護予防短期入所療養

介護を受けている者についても算定が可能であること。

(3)退所日等における介護予防サービス費の算定について

介護予防短期入所療養介護のサービス終了日（退所・退院日）については、介護予防訪問看護

費、介護予防訪問リハビリテーション費、介護予防居宅療養管理指導費及び介護予防通所リハビリ

テーション費は算定できない。介護予防訪問介護等の福祉系サービスは別に算定できるが、介護予

防短期入所サービスにおいても機能訓練やリハビリテーションを行えることから、退所（退院日）

に介護予防通所介護を機械的に組み込むといった介護予防サービス計画は適正でない。なお、入所

（入院）当日であっても当該入所（入院）前に利用する介護予防訪問通所サービスは別に算定でき
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る。ただし、入所（入院）前に介護予防通所介護又は介護予防通所リハビリテーションを機械的に

組み込むといった介護予防サービス計画は適正でない。

(4)同一時間帯に複数種類の介護予防訪問サービスを利用した場合の取扱いについて

利用者は同一時間帯にひとつの介護予防訪問サービスを利用することを原則とする。

(5)介護予防訪問サービスの行われる利用者の居宅について

介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーショ

ンは、介護保険法(平成9年法律第123号)第８条の２の定義上、要支援者の居宅において行われる

ものとされており、要支援者の居宅以外で行われるものは算定できない。
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ついて（平成18年4月28日老老発第0428001号･保医発第0428001号）

第５ 医療保険における在宅医療と介護保険における指定居宅サービス等に関する留意事項

（抜粋）

10 リハビリテーションに関する留意事項について

要介護被保険者等である患者に対して行うリハビリテーションは、同一の疾患等について、医療保

険における心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビ

リテーション料又は呼吸器リハビリテーション料（以下「医療保険における疾患別リハビリテーショ

ン料」という。）を算定するリハビリテーション（以下「医療保険における疾患別リハビリテーショ

ン」という。）を行った後、介護保険における訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーシ

ョン又は介護予防訪問リハビリテーション又は介護予防通所リハビリテーション（以下、「介護保険

におけるリハビリテーションという。）の利用開始日を含む月の翌月以降は、当該リハビリテーショ

ンに係る疾患等について、手術、急性増悪等により医療保険における疾患別リハビリテーション料を

算定する患者に該当することとなった場合を除き、医療保険における疾患別リハビリテーション料は

算定できない。

ただし、医療保険における疾患別リハビリテーションを実施する施設とは別の施設で介護保険にお

けるリハビリテーションを提供することになった場合には、一定期間、医療保険における疾患別リハ

ビリテーションと介護保険のリハビリテーションを併用して行うことで円滑な移行が期待できること

から、介護保険におけるリハビリテーションの利用開始日を含む月の翌々月まで、併用が可能である

こと。併用する場合には、診療録及び診療報酬明細書に「介護保険におけるリハビリテーションの利

用開始日」を記載することにより、同一の疾患等について介護保険におけるリハビリテーションを行

った日以外の日に医療保険における疾患別リハビリテーション料を算定することが可能である。ただ

し、当該利用開始日の翌月及び翌々月に算定できる疾患別リハビリテーション料は１月７単位までと

する。

なお、目標設定等支援・管理料を算定してから３月以内に、当該支援によって紹介された事業所に

おいて介護保険におけるリハビリテーションを体験する目的で、同一の疾患について医療保険におけ

るリハビリテーションを行った日以外に１月に５日を超えない範囲で介護保険におけるリハビリテー

ションを行った場合は、診療録及び診療報酬明細書に「介護保険におけるリハビリテーション利用開

始日」を記載する必要はなく、医療保険における疾患別リハビリテーションから介護保険におけるリ

ハビリテーションへ移行したものとみなさない。


